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藍野大学短期大学部 競争的資金等規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、藍野大学短期大学部（以下「短期大学部」という。）の研究者が、研究開

発等により学外から獲得する資金等（以下「競争的資金等」という。）の取扱いについて、適

正に運営及び管理するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「競争的資金等」とは、次のものをいう。 

一 研究者の提案に基づいて実施される研究開発に対して、文部科学省及び文部科学省所管の

独立行政法人他府省より提供される公的研究費補助金 

二 企業、財団法人、ＮＰＯ等からの受託研究費、奨学寄附金、研究助成金等の外部資金 

 

（最高管理責任者） 

第３条 短期大学部に、競争的資金等に関する運営及び管理の最高管理責任者を置き、学長をも

って充てる。 

２ 最高管理責任者は、競争的資金等の運営及び管理について最終責任を負う。 

３ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施する

ために必要な措置を講じる。また、次条の統括管理責任者及び第５条のコンプライアンス推進

責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮

しなければならない。 

 

（統括管理責任者） 

第４条 短期大学部に、競争的資金等に関する運営及び管理の統括管理責任者を置き、副学長ま

たは事務センター長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、競争的資金等の運営及び管理について最高管理責任者を補佐し、機関全

体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 

３ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に

基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を

最高管理責任者に報告しなければならない。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第５条 短期大学部に、競争的資金等に関する運営及び管理のコンプライアンス推進責任者を置

き、第一看護学科長および第二看護学科長をもって充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する

部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報

告する。 

３ 不正防止を図るため、短期大学部内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対

し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

４ 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行

を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善指導しなければならない。 

 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第６条 短期大学部に、コンプライアンスの推進に関する管理等を行わせるため、研究倫理委員

会委員長を充てる。 

２ コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者の指示のもと、コンプライ

アンス推進責任者が行う業務について具体的な対応を推進するものとする。 
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（研究倫理教育責任者） 

第７条 短期大学部に研究倫理教育責任者を置き、研究倫理委員会委員長をもって充てる。 

２ 研究倫理教育責任者は、短期大学部に所属する全ての研究者に対し研究倫理教育を定期的に

行わなければならない。 

 

（職名の公開） 

第８条 前４条の責任者（以下「各責任者」という。）を置いたとき、またはこれを変更したと

きは、その職名を公開するものとする。 

 

（誓約書の提出） 

第９条 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員は、誓約書（様式１）を提出しなけれ

ばならない。誓約書の提出を競争的資金等の申請の要件とし、提出がない場合は競争的資金等

の運営・管理に関わることができないものとする。 

 

（不正防止計画の実施） 

第１０条 最高管理責任者及び統括管理責任者は、競争的資金等に関する運営及び管理に対して

不正防止計画書を作成し、不正防止に努めなければならない。 

２ 最高管理責任者は、短期大学部全体の観点から、不正防止計画推進者を置き、事務センター

長をもって充てる。 

３ 不正防止に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（研究費の適正な運営・管理） 

第１１条 学生支援グループは、予算執行が当初計画どおり進んでいるかを確認し、コンプライ

アンス推進責任者に報告しなければならない。コンプライアンス推進責任者は報告内容を最高

管理責任者及び統括管理責任者に報告しなければならない。 

２ 最高管理責任者及び統括管理責任者は、前項において問題があると判断した場合は、改善策

を講じなければならない。 

３ 物品発注手続き及び物品検収業務に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（間接経費の譲渡） 

第１２条 研究代表者及び研究分担者は、間接経費を本学に譲渡しなければならない。 

 

（利子の譲渡） 

第１３条 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に関して生じた利子を本学に譲渡しなければ

ならない。 

 

（相談窓口の設置） 

第１４条 競争的資金等に関する事務処理手続及び研究費使用に関し、明確かつ統一的な運用を

図るため相談窓口を置き、学生支援グループをもって充てる。 

２ 相談窓口は、競争的資金等に関する事務処理手続に関する学内外からの問い合わせに誠意を

もって対応し、効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。 

 

（通報窓口の設置） 

第１５条 短期大学部における研究活動等の不正行為に適切に対応できるようにするため、短期

大学部内外からの通報の窓口を置き、学生支援グループをもって充てる。 

２ 通報窓口に関する必要事項は、別に定める。 

 

（競争的資金等の監査のあり方） 

第１６条 最高管理責任者は、競争的資金等の使用状況や納品の状況等、事実関係の厳密な確認

などを含めた、徹底的な監査を実施しなければならない。 
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２ 最高管理責任者は、競争的資金等の適正な管理を行うため、適切な監査人を指名しなければ

ならない。 

３ 最高管理責任者は、外部の会計監査人に監査を依頼することができる。 

 

（規程の改廃） 

第１７条 この規程の改廃は、研究倫理委員会の議を経て、教授会で審議し学長が決定する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附  則 

 この規程は、平成２４年８月３０日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２７年７月２７日から施行し、平成２７年３月３１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成３１年２月２５日から施行する。 

附  則 

この規程は、２０１９年９月２５日から施行する。 

附  則 

この規程は、２０２０年３月１６日から施行する。 
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【様式１】 

 

藍野大学短期大学部 学長 殿 

 

 

誓  約  書 

 

 

私は、科学研究費などの競争的資金等による研究を遂行するにあたって、関係する法令・通知及び本学が定める規

程等を遵守いたします。 

又、公的研究費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分理解し、公正かつ効率的な使用、管理を行い、運営、

管理に携わる者として、コンプライアンス及び研究者としての行動規範を遵守し、研究において不正行為を行わない

ことを約束いたします。 

万一、私が不正を行った場合は、本学及び資金配分機関の処分を受けること、さらに法的な責任を負うことを承諾

いたします。 

 

 

                 年   月   日  

 

 

住   所                

                      

名    前               印  
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藍野大学短期大学部における 

競争的資金等の不正行為に関する規程 

 

（目的）  

第１条 この規程は、藍野大学短期大学部（以下「短期大学部」という。）において、競争的資

金等規程第１０条第３項に基づき、研究活動の不正行為を防止し、第１５条第２項に基づき、

不正行為に厳正かつ適切に対応するために通報窓口に関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「研究活動の不正行為」（以下「不正行為」という。）とは、研究の立

案・計画・実施・成果の取りまとめの過程においてなされる故意または研究者としてわきまえ

るべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。 

一 捏 造  存在しないデータ、研究結果等を作成すること 

二 改ざん  研究資料・機器・課程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得ら

れた結果等を真正でないものに加工すること 

三 盗 用  他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、

当該研究者の了承若しくは適切な表示なく流用すること 

四 二重投稿 他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること 

五 不適切なオーサーシップ 論文著作者が適正に公表されないこと 

六 その他  研究費の不正使用など、法令や関係規則に違反すること 

２ 研究者とは、短期大学部において教授、准教授、講師、助教、助手、特任教員、客員教授、

客員准教授、非常勤講師、研究員として所属し研究活動を行う全ての者をいう。 

 

（最高管理責任者の責務） 

第３条 最高管理責任者は、研究活動の不正行為の防止のために、研究者の啓発活動につとめな

ければならない。 

 

（研究者の責務） 

第４条 研究者は、前条１項に定める不正行為を行ってはならず、また他者による不正行為の防

止に努めなければならない。 

２ 研究者は、研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講しなければならない。 

 

（データの保存・開示） 

第５条 最高管理責任者は、研究者に対して研究データ等を学校法人藍野大学文書保存規程第３

条に基づき１０年間適切に保存させ、必要に応じて開示させなければならない。 

２ 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担

保するため、実験・観察記録ノート。実験データその他の研究資料等を前項の規定に基づき、

適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければ

ならない。 

 

（不正防止計画書の作成） 

第６条 不正防止計画推進者は、藍野大学短期大学部競争的資金等規程第１０条第１項及び第２

項に基づき、競争的資金等を適正に運営及び管理し、研究活動における不正を発生させる要因

を把握するため、関係部署等と連携を取り、不正防止計画書を作成しなければならない。 

２ 不正防止計画を推進するにあたり、次の内容を検討する。 

一 競争的資金等の運営及び管理に係る実態の把握・検証に関すること 

二 関係部署と協力し不正発生要因に対する改善策を講ずること 

三 行動規範の策定等に関すること 
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四 その他不正防止計画の推進にあたり必要な事項に関すること 

３ 不正防止計画推進者は、不正防止計画書の作成が完了したときは、統括管理責任者に報告す

るものとする。 

４ 前項の報告を受けた統括管理責任者は、不正を発生させる要因があると認められる場合は、

その実施について、不正防止計画推進者に対して改善を命じるとともに最高管理責任者に報告

するものとする。 

 

（不正防止計画の実施） 

第７条 不正防止計画推進者は、前条で作成した不正防止計画書に基づき不正防止の計画を実施

しなければならない。 

２ 不正防止計画推進者は、不正防止計画の実施が完了したときは、統括管理責任者に報告する

ものとする。 

３ 前項の報告を受けた統括管理責任者は、報告内容が適当と認める場合には、最高管理責任者

に報告し、報告内容が不適当と認める場合には、不正防止計画推進者に対し改善を求めること

ができるものとする。 

 

（不正防止計画の運営及び管理） 

第８条 最高管理責任者は、不正防止計画の策定や実施を基に、違法行為や不正が行なわれない

ように組織内部をまとめ、適正に運営及び管理を行うものとする。 

 

（通報窓口の設置） 

第９条 短期大学部における研究活動等の不正行為に適切に対応できるようにするため、短期大

学部内外からの通報の窓口を置き、学生支援グループをもって充てる。 

 

（通報等の相談） 

第１０条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、通報の是非や手続きについて疑

問がある者は、通報窓口に対して相談することができる。 

２ 通報の意志を明示しない相談があった時に通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があ

ると認めた時には、相談者に対して通報の意志の有無を確認するものとする。 

３ 研究活動上の不正行為が行われようとしている、または研究活動上の不正行為を求められて

いる等の通報または相談については、その内容を確認しまたは精査し、相当の理由があると認

められた場合は、被通報者に対して警告を行うものとする。この場合において、被通報者が他

機関に所属するときには、被通報者が所属する機関に当該事案を回付することができるものと

する。 

 

（通報等の取扱） 

第１１条 藍野大学短期大学部競争的資金等規程第１５条第１項に規定する通報窓口における

通報は原則として、顕名により行われるものとし、不正行為を行ったとする研究者、グループ、

不正行為の態様等事案の内容を明示するものとする。不正行為等に関する通報の方法は、電話、

電子メール、ＦＡＸ、文書によるものとする。ただし、匿名による通報があった場合は、その

内容に応じ、顕名の通報に準じて取り扱うことができる。 

２ 学会等の科学コミュニティや報道により不正行為の疑いが指摘された場合は、前項の通報が

あった場合に準じて取り扱うものとする。 

３ 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（不正行為を行ったとする研究者また

はグループ、不正行為の態様および事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性の

ある理由が示されている場合に限る。）ことを本学が確認した場合は、第１項の通報があった

場合に準じて取り扱うものとする。 

４ 通報窓口は、通報を受けた場合は、速やかに最高管理責任者及び不正防止計画推進者に報告

しなければならない。 

５ 最高管理責任者は、当該通報の内容等について調査するため、調査委員会を設置し、事実確
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認を行わなければならない。 

 

（通報等の調査） 

第１２条 本学は、本学研究者に係る不正行為の通報があった場合（他の機関において通報があ

り、回付された事案を含む。）は、原則として、通報された事案の調査を行う。 

２ 複数の機関に所属する本学研究者が係る不正行為の通報が本学にあった場合は、当該研究者

が所属する関係機関と協議のうえ、合同で調査を行うものとする。ただし、協議の結果、特段

の定めをした場合は、その定めによるものとする。 

３ 本学研究者が以前に所属していた研究機関における研究活動に係る通報が本学にあった場

合は、当該研究機関に通報内容を通知し、原則として当該研究機関と合同で調査を行う。 

４ 本学に以前に所属していた研究者が、本学に所属していた期間における研究活動に係る通報

が本学にあった場合は、当該研究者が現に所属する研究機関に通報内容を通知し、原則として

当該機関と合同で調査を行う。ただし、当該研究者が現に所属する機関がない場合は、本学が

調査を行うものとする。 

５ 前４項の規定に基づき誠実に調査を行ったにも関わらず、調査の実施が極めて困難な状況に

ある場合は、通報された事案における研究活動に係る予算を配分し、または措置した機関にそ

の状況を報告するものとし、当該事案について、その配分機関が調査を行うときには、これに

協力する。 

６ 特に必要があると認めるときには、他の研究機関および学会等の科学コミュニティに調査を

委託すること、または調査を実施する上で協力を求めることがある。 

 

（予備調査） 

第１３条 調査委員会は、通報事案について、速やかに予備調査を実施する。 

２ 調査委員会は、通報事案について調査の適否を判断し、通報受付後原則として３０日以内に

その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。また、当該事案に係る研究に対する資

金を配分した機関等および関係省庁に報告する。 

３ 本調査を行わない場合は、最高管理責任者は、その理由を付記し、通報者に通知するととも

に予備調査資料を保存し、通報者の求めに応じ開示することができる。 

 

（本調査） 

第１４条 調査委員会が本調査すべきものと判断した場合、最高管理責任者に前条第２項の報告

が行われた日から原則として３０日以内に調査委員会を開催し、本調査を開始し、その旨を最

高管理責任者に報告しなければならない。 

２ 調査委員会は、調査委員の半数以上が外部有識者で構成され、すべての調査委員は、通報者

及び被通報者と直接の利害関係を有する者は審議に加わることはできない。 

３ 最高管理責任者は、調査委員会委員の氏名及び所属を通報者及び被通報者に通知する。通報

者及び被通報者は、通知された日から１４日以内に異議申し立てをすることができる。異議申

立てがあった場合、最高管理責任者は、その内容が妥当であると判断した場合には、当該異議

申し立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。 

４ 本調査の開始を決定した場合、最高管理責任者は、通報者及び被通知者に対し本調査を行う

ことを通知し、調査への協力を求める。被通報者が本学以外に所属している場合は、当該所属

機関に通知する。また、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関等及び関係省庁に対

し、本調査を行う旨を報告する。 

５ 本調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、当該事案に係る研究に対す

る資金を配分した機関等および関係省庁に報告及び協議しなければならない。 

６ 本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精

査並びに関係者のヒアリング、再実験の要請等により実施する。この際、被通報者に弁明する

機会を与えなければならない。 

７ 調査の対象には、通報された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関

連した被通報者の他の研究活動も含めることができる。 
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８ 調査委員会は本調査の実施に際し、通報等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を

保全する措置をとることができる。この場合通報された事案に係る研究活動が行われた研究機

関が本学でない場合について、本学は調査機関の要請に応じ、通報された事案に係る研究活動

に関して証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。これらの措置に影響し

ない範囲内であれば、被通報者の研究活動を制限しない。 

９ 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技術上秘密とす

べき情報が、調査の遂行上必要な範囲内に漏えいすることのないよう十分配慮しなければなら

ない。 

１０ 通報者、被通報者およびその他当該通報に係る事案に関係する者は、正当な事由がある場

合を除き、当該事案に係る資料の提出、または閲覧、現地調査などに応じなければならない。 

１１ 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、最

高管理責任者に報告する。また、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関等及び関係

省庁へ報告する。 

 

（本調査の中間報告） 

第１５条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、通報された事案に係る研究活動の予算の

配分、または措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該事案に係る研究に

対する資金を配分した機関等及び関係省庁に提出する。 

 

（調査協力義務と不正行為の疑惑への説明責任） 

第１６条 調査委員会の調査に対し、被通報者が通報内容を否認する場合には、自己の責任にお

いて当該研究の科学的適正な方法と手続き並びに論文等の表現の適切性について科学的根拠

を示して説明しなければならない。 

２ 前項の被通報者の説明において、被通報者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬

等の不存在など、存在すべき基本的な要素の不足により証拠を示すことができない場合は合理

的な保存期間（論文発表後５年間を原則とする。）を超えるときを除き、不正行為とみなす。

ただし、被通報者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらな

い理由により、当該基本的要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると

認められる場合はこの限りではない。 

 

（認定） 

第１７条 調査委員会は、本調査開始後、原則として１５０日以内に、調査内容について、不正

行為が行われたか否かを判定し、不正行為と認定した場合は、その内容及び不正行為に関与し

た者とその関与の度合い並びに不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文

等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 

２ 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて通報が悪意に基づくも

のであることが判明したときは、調査委員会はあわせてその旨の認定を行う。ただし、この認

定を行うにあたっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（最高管理責任者への報告） 

第１８条 調査委員会は、速やかに調査結果（認定を含む。以下同じ。）を最高管理責任者に報

告する。 

 

（調査結果の通知及び報告） 

第１９条 最高管理責任者は、調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報者等（被通報

者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。）に通知する。被通報者等が

本学以外の機関に所属している場合は、当該所属機関に当該調査結果を通知する。 

２ 悪意に基づく通報との認定があった場合、最高管理責任者は通報者の所属機関にも通知する。 

３ 最高管理責任者は、告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関

与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最
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終報告書を当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関等及び関係省庁へ提出する。また、

期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を当該事案に係る研究に対する

資金を配分した機関等及び関係省庁へ提出する。 

 

（不服申立て） 

第２０条 不正行為と認定された被通報者等及び悪意に基づくものと認定された通報者（被通報

者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。以下同じ。） は、

調査結果の通知の日の翌日から起算して１４日以内に最高管理責任者に対し、書面により不服

申立てをすることができる。 

２ 最高管理責任者は、被通報者等から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、当該

通報者に通知し、当該事案に係る資金配分機関等及び関係省庁に報告する。被通報者等が本学

以外の機関に所属している場合は当該被通報者等の所属機関にも通報する。 

３ 不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会の構成等

その公正性に関わるものである場合、また新たに専門性を要する判断が必要となるものである

場合には、最高管理責任者の判断により、調査委員の交代もしくは追加、または調査委員会に

代えて、他の者に審査させることができる。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の

理由がないと認めるときは、この限りではない。 

４ 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定し

た場合には、直ちに最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人

に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや

認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服

申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 

５ 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに最高管理責

任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するも

のとする。 

６ 最高管理責任者は、不服申立ての却下または再調査開始の決定をしたとき、当該事案に係る

研究に対する資金を配分した機関等及び関係省庁へ通知する。 

７ 調査委員会は、不服申立てについて、趣旨、理由等を勘案し、再調査すべきか否かを決定す

る。 

再調査を開始した場合は、不正行為と認定された被通報者等から不服申立てがあったときは、

原則して５０日以内、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは、

原則として３０日以内に本調査の結果を覆すか否かを決定し、最高管理責任者に報告する。 

８ 最高管理責任者は、再調査結果を、通報者、被通報者等及び当該事案に係る研究資金を配分

した機関等及び関係省庁に報告する。また、不正行為と認定された被通報者等から不服申立て

があったときは、被通報者が本学以外に所属している場合は当該被通報者等の所属機関に通知

し、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは、当該通報者の所属

機関に通知する。 

 

（調査結果の公表） 

第２１条 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われたと認定したときは、速や

かに不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の

内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査方法・手順等調査結果を公表する。 

２ 最高管理責者は、調査委員会において不正行為が行われなかったと認定したときは、原則と

して調査結果を公表しない。ただし、論文等に故意によるものでない誤りがあった場合等は、

調査結果を公表する。 

３ 前項の認定において、悪意に基づく通報との認定があったときは、通報者の氏名・所属を併

せて公表する。 
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（調査中における一時的措置） 

第２２条 最高管理責任者は、本調査の実施決定後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまで

の間、通報された研究に係る研究費の支出を停止することができる。 

 

（不正行為が行われたと認定された場合の措置） 

第２３条 最高管理責任者は、不正行為が行われたと認定された場合、不正行為への関与が認定

された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された論文等の内容について

責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」という。）が本学に所属するときは、当

該被認定者に対し、学校法人藍野大学就業規則に基づく処分等及び次の各号に定める必要な措

置を講ずる。 

一 当該研究に係る研究費の使用中止等 

二 不正行為と認定された論文等の取り下げ勧告 

三 その他不正行為排除のための措置 

２ 最高管理責任者は、前項により処分を課したときは、当該事案に係る資金配分機関に対して

処分内容等を通知する。 

 

（不正行為が行われなかったと認定された場合の措置） 

第２４条 最高管理責任者は、不正行為が行われなかったと認定された場合、本調査に際してと

った措置を解除する。 

２ 最高管理責任者は、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利

益が生じないための措置を講じる。 

３ 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものと認定された場合、通報者が本学に所属する者

であるときは、懲戒処分等必要な措置を講じる。また、当該者が他機関に所属する場合は当該

機関長へ通知し、その他の者の場合はその他必要な措置を講じる等適切な処置を行う。 

 

（秘密保持） 

第２５条 通報窓口は、不正行為に関する通報を受付ける場合、通報者が特定されないよう秘密

を守るため、担当者以外が電話又は電子メールなどを見聞できないように、適切な処置を講じ

なければならない。 

２ 通報を知る立場にある者は、通報者及び被通報者の氏名並びに通報内容について、調査結果

の公表まで、第三者に漏洩しないよう秘密保持を徹底しなければならない。 

 

（通報者・被通報者の保護） 

第２６条 短期大学部は、通報者が通報したことを理由として、該当通報者等に対して解雇その

他不利益な取扱いを一切してはならない。 

２ 短期大学部は、相当の理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報者に対して解

雇その他不利益な取扱いを行なってはならない。 

 

（調査結果の報告） 

第２７条 最高管理責任者は、不正行為が発覚し、調査した結果、それが事実であると認められ

る場合、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関等および関係省庁に報告しなければ

ならない。 

 

（研究者の異動・退職時の研究データの取扱） 

第２８条 他機関への異動等により本学を離れる者（以下、「学外への異動者」という。）および

定年等により退職する者（以下、「退職者」という。）が管理する研究データは、原則本学に帰

属するものである。ただし、学外への異動者および退職者は、他機関で研究を継続する等の理

由で自らの研究データを学外に持ち出す場合は、最高管理責任者に申請し、承認を得て持ち出

すことができる。 

２ 学外への異動者および退職者は、研究データを学外に持ち出す場合、当該研究データの保存
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期間において適切に保存責任を負う。 

 

（改廃） 

第２９条 この規程の改廃は、研究倫理委員会の議を経て、教授会で審議し学長が決定する。 

 

（雑則） 

第３０条 この規程に定めるもののほか、不正行為に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

 

附  則 

 この規程は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附  則 

 この規程は、平成２４年８月３０日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２７年７月２７日から施行し、平成２７年３月３１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２９年２月２７日から施行する。 

附  則 

 この規程は、平成３１年２月２５日から施行する。 

附  則 

 この規程は、２０１９年４月２２日から施行する。 

附  則 

 この規程は、２０１９年５月２７日から施行する。 

附  則 

 この規程は、２０１９年９月２５日から施行する。 

附  則 

この規程は、２０２０年３月１６日から施行する。 
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 藍野大学短期大学部 

競争的資金等の物品検収業務に関する取扱規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、藍野大学短期大学部競争的資金等規程第１１条第３項に基づき、競争的資

金等の物品発注手続き及び物品検収業務に関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「物品」とは、備品、図書、消耗品、印刷物をいう。 

 

（物品発注方法） 

第３条 競争的資金等における物品の購入は、次の方法により行う。 

一 物品購入については、研究者が見積書を添付の上原議書または物品要求書を申請し所定の

決裁を得る。 

二 決裁後、学生支援グループへ決裁済みの原議書または物品要求書を提出し、研究用機材は

研究者より、その他の物品については学生支援グループより発注手続きを行う。 

三 必要に応じて、学生支援グループの了承を得た上で、研究者が立替購入することができる。

ただし、必ず購入内容が判別できる領収書等をそろえなければならない。 

 

（相見積） 

第４条 物品購入に際しては、原則として、相見積を徴取しなければならない。 

 

（検収確認業務） 

第５条 物品が納品された時は、学生支援グループで現物を確認し、納品書に納品日付及び検収

確認印を押印する。なお、研究用機材については、研究者及び学生支援グループ双方が立ち会

うものとする。 

２ 立替購入の際も学生支援グループで現物を確認し、納品書等に納品日付及び検収確認印を押

印する。 

 

（証拠書類） 

第６条 学生支援グループは、物品を購入した場合、見積書、納品書、請求書、領収書を保管し

なければならない。 

２ 前項に定める証拠書類のほか、競争的資金等の取扱いにより必要なものは保管しなければな

らない。 

 

（業者への説明） 

第７条 取引業者に対し、競争的資金等の適正な使用と管理について説明をし、誓約書（様式１）

の提出を求めるものとする。 

 

（業者への取引停止等） 

第８条 藍野大学短期大学部競争的資金規程第３条第１項に定める最高管理責任者は、不正な取

引に関与した業者に対して、取引停止を行うものとする。ただし、不正取引の内容を鑑み、取

引停止の期間を定めることができるものとする。 

２ 不正な取引とは、次のものをいう。 

一 契約書を含めた書類の虚偽記載 

二 取引業者の贈賄 

三 独占禁止法違反の行為  

四 競争入札妨害又は談合 
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五 不正又は不誠実な行為 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

 

附  則 

 この規程は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附  則 

 この規程は、平成２４年８月３０日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２７年７月２７日から施行し、平成２７年３月３１日から適用する。 

附  則 

この規程は、平成２８年２月２２日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成３１年２月２５日から施行する。 

附  則 

この規程は、２０２０年３月１６日から施行する。 
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【様式１】 

 

藍野大学短期大学部 学長 殿 

 

 

誓  約  書 

 

 

弊社は、貴学からのご依頼の趣旨を十分に理解し、関係する法令・通知及び貴学が定める

規程等を遵守し、不正に関与いたしません。又、貴学所属の研究者が獲得された公的研究費

(科学研究費助成事業等)による全ての物品等の購入依頼に際しては、会計上、公正且つ適切

な処理を行い、又、発注依頼書等に基づく納品・検収業務についてもご協力することを約束

いたします。 

又、貴学が研究費に関して実施する監査等に際して、取引帳簿の閲覧・提出等の要請があ

った場合は、可能な限りこれに協力し、貴学の研究者からの不正行為の依頼があった場合に

は、貴学に通報いたします。 

万一、弊社が不正に関与した場合、取引停止を含むいかなる対応を講じられても異議はあ

りません。 

 

 

              （西暦）   年   月   日  

 

 

住   所                

会 社 名                

代表者又は                

事業主名                 印 
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藍野大学短期大学部 科学研究費補助金経理取扱規程 
 

（趣旨） 

第１条 藍野大学短期大学部（以下「短期大学部」という。）における科学研究費助成事業（以下「補

助金」という。）の経理については、補助金の適正な執行を確保するため、科学研究費補助金取扱

規程（昭和４０年文部省告示第１１０号）その他別に定めるもののほか、この規程に定める。 

 

（経理事務の委任） 

第２条 学長は、短期大学部の研究代表者及び研究分担者（以下「研究代表者等」という。）に代わ

って補助金の経理管理を行わなければならない。 

２ 学長は、補助金経理事務等を事務センター長に委任するものとする。 

第３条 学長は、文部科学省又は日本学術振興会から補助金の交付を受けたときは、事務センター長

を通じて、交付決定通知書に基づき、研究代表者等に通知するものとする。 

 

（補助金の管理等） 

第４条 事務センター長は、学長名義の「科研費基金 ０４４４４３ 藍野大学短期大学部学長」の

預金口座において経理管理をしなければならない。 

２  補助金の出納管理に当たっては研究課題ごとに収支簿を備え、経理内容を明確にしなければなら

ない。 

 

（証拠書類の保管） 

第５条 事務センター長は、補助金の支出に係る収支簿、預金通帳その他関係証拠書類を整理し、補

助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

（補助金の監査） 

第６条 学長は、毎年度無作為に抽出した補助事業（全体の１０％以上）について、経理事務の監査

を実施しなければならない。 

２ 学長は、前項の書類上の調査に止まらず、実際の補助金使用状況や納品の状況等、事実関係の厳

密な確認などを含めた、徹底的な監査を実施しなければならない。 

 

（物品購入等及び支出手続き） 

第７条 研究代表者等は、研究に必要な物品の購入及び役務行為その他補助金の支出を要するものが

あるときは、短期大学部の会計事務の取扱いに準じた書式に、補助金で支出する旨を表示し、学生

支援グループに請求するものとする。 

２ 前項の請求を受けたときは、短期大学部の会計事務の取扱いに準じて契約等の手続きを行い、補

助金を支出しようとするときは、事務センター長の決裁を受けなければならない。 

３ 契約手続きにおける契約名義者は学長とする。 

 

（納品の検査） 

第８条 物品等を購入した際には、学生支援グループが必ず納品検査を行わなければならない。 

 

（出張の手続き） 

第９条 研究代表者等が、補助金により出張をする場合は、学長の出張命令により行うものとする。 

２ 旅費は、学校法人藍野大学旅費規程等の趣旨に従って算定するものとする。 

３ 補助金により出張した者は、出張報告書を作成しなければならない。 

 

（設備備品の寄附） 

第１０条 研究代表者等は、補助金により、設備等（図書を含む）を購入した場合は、研究の終了後、

直ちに短期大学部に寄附しなければならない。 

２ 研究代表者等が、他の研究機関に所属することになり、新たな研究機関において当該設備等を使
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用することを希望する場合は、当該設備等を研究代表者等に返還することとする。 

 

（補助金交付前の研究実施） 

第１１条 補助金の交付前に研究を実施しようとする場合（前年度に継続が内約されている、又は交

付の内定を受けている研究課題に限る。）は、研究代表者等は事前に事務センター長に連絡し、学

長の承認を受けなければならない。 

 

（改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

 

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、科学研究費助成事業に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。 

 

附  則 

 この規程は、平成１９年１１月１日から施行し、平成１９年１１月１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２４年８月３０日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成２７年７月２７日から施行し、平成２７年３月３１日から適用する。 

附  則 

 この規程は、平成３１年２月２５日から施行する。 

附  則 

この規程は、２０２０年３月１６日から施行する。 
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藍野大学短期大学部  競争的資金等による 

役務等契約手続・管理規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、競争的資金等の役務等契約の締結および管理業務を適正かつ円滑に行うために、

必要な事項を定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程において、役務等契約とは次の各号に定めるものとする。 

一 データベース、プログラム、ソフトウェア、ウェブサイト及びデジタルコンテンツの開発、作成、

更新及び運営業務委託（謝金にあたらない業務委託） 

二 施設、設備、物品等の借用契約  

三 設備、物品等の保守契約 

四 設備、物品等の修繕契約 

五 各種データベース及び各種専門サイトの利用契約 

 

（契約手続） 

第３条 役務等契約を締結する場合、研究者は、契約名、契約内容及び金額等必要事項を確認し、業務

内容を記載した書類（業務仕様書等）を添付の上、原議書にて決裁を得るものとする。 

２ 学生支援グループは、契約内容（契約期間、契約不履行の場合及び契約期間終了後の取扱い等）を

確認し、契約の締結手続きを行うものとする。 

３ 契約書の締結手続において、契約金額が１，０００万円未満のときは、相手方の請書をもって契約

書に代えることができる。契約金額が１００万円未満のときは、契約書締結等の手続を必要としない

ものとするが、役務内容、金額、業務内容を記載した書類（業務仕様書等）を添付の上、原議書にて

決裁を得るものとする。 

 

（検収） 

第４条 第２条に掲げる役務等の提供を受けたときは、学生支援グループは契約事項、業務仕様書、完

了報告書、成果物等をもって検収を行うものとする。 

２ 設備、物品等の保守については、立会い等により確認を行うものとする。 

 

（規程の改廃） 

第５条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

 

附 則 

 この規程は、平成２８年２月８日より施行し、平成２７年３月３１日から施行する。 
附 則 

 この規程は、２０２０年３月１６日から施行する。 
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藍野大学短期大学部 競争的資金等の内部監査規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、藍野大学短期大学部（以下「本学」という。）において、文部科学省「研

究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、公的研究費

（以下「研究費」という。）の不正発生の可能性を最小にすることを目指し、実効性のあるモ

ニタリング体制を整備及び実施することを目的とする。 

 

（監査の対象） 

第２条 監査は、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人及び厚生労働省等から配分

される競争的資金を中心とした公募型の研究費を対象とする。 

 

（監査員） 

第３条 監査を行うため、監査員を置く。 

２ 監査員は、最高管理責任者（学長）の直轄的な組織とし、最高管理責任者が任命する。 

３ 最高管理責任者は、監査員の中から主査を任命する。 

４ 監査員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

５ 監査員が人事異動等により、監査員の任務を解除することになった場合、その都度監査員を

補充することとし、後任の監査員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（監査員の権限） 

第４条 監査員は、監査の実施にあたって関係者から書類の閲覧、提出及び説明並びに研究者に

購入物品の使用状況の確認その他の説明を求めることができる。 

２ 前項の求めを受けた研究者は、正当な理由がなければ、これを拒否することができない。 

 

（監査計画及び実施） 

第５条 監査を実施するときは、あらかじめ監査計画を作成し、最高管理責任者の承認を得るも

のとする。 

２ 監査は、定期及び必要に応じ随時実施する。 

３ 監査の計画及び実施にあたっては、監査員及び藍野大学短期大学部競争的資金規程第１０条

第２項に定める不正防止計画推進者並びに監事等は連携するものとする。 

 

（監査の方法） 

第６条 監査は、次の各号に定める方法によって行う。 

一 関係書類、帳簿等を相互に照合あるいは突き合わせて処理上の適否及び正否を確かめるこ

と 

二 現場において、現物の確認を行い、被監査者の立ち会いのもとで研究費の使用の状況及び

購入物品の用途及び納品の状況等の実施状況を視察し、適否を確かめること 

三 不明の点及び問題点があった場合は、被監査者又は関係者に質問し、説明を求めて事実の

ヒアリングをすることができる 

四 監査員は不正の発生するリスクに対して重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含め

たリスクアプローチ監査を次のとおり実施するものとする 

① 研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して先方に確認、出勤簿に照

らし合わせるほか、出張の目的や概要について抜き打ちでヒアリングを行う。 

② 非常勤雇用者の一部を対象に勤務実態についてヒアリングを行う。 

③ 納品後の物品等の現物確認 

④ 取引業者の帳簿との突合 

五 監査の質を一定に保つため、監査手順を示したマニュアルを参照する。また、把握された
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不正発生要因に応じて、監査手順を随時見直し効率化及び適正化を図る。 

 

（文部科学省による調査への協力） 

第７条 文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」第７節に定義される履行状況調査、機動調査、フォローアップ調査、特別調査が実施

された際は、これに協力するものとする。 

 

（監査調書の作成及び保存） 

第８条 監査員は、実施した監査の内容及び結果並びに必要と考えられる事項について監査調書

を作成し、５年間保存しなければならない。 

 

（監査報告書） 

第９条 監査員主査は、監査修了後、最高管理責任者に監査の結果を文書で報告しなければなら

ない。 

 

（所管課） 

第１０条 この規程に基づく監査の所管は、本学学生支援グループとする。 

 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。 

 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

 

附 則 

 この規程は、平成２８年２月２２日より施行し、平成２７年３月３１日より適用する。 

附 則 

 この規程は、平成３１年２月２５日より施行する。 

附 則 

 この規程は、２０２０年３月１６日より施行する。 
 


